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（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二

百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
少
子
化
・

青
少
年
対
策
審
議
官
」
の
下
に
「
、
独
立
公
文
書
管
理

監
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
少
子
化
・
青
少
年
対

策
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
」
の
下
に
「
、
独
立
公
文

書
管
理
監
の
定
数
は
一
人
と
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
八
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

独
立
公
文
書
管
理
監
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則

第
九
条
に
規
定
す
る
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
い

て
、
命
を
受
け
て
、
本
府
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重

要
事
項
の
う
ち
行
政
機
関
の
長
（
同
法
第
三
条
第
一

項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
る
特
定
秘

密
（
同
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
特

定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
（
公
文

書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。）の
管
理
の
適
正
を
確
保
す
る
た

め
の
検
証
、
監
察
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
も
の
に

つ
い
て
の
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
四
十
四
人
」
を「
四
十
六
人
」

に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、「
同

条
第
七
項
た
だ
し
書
」
を
「
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
」

に
改
め
る
。

（
行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
機
関
職
員
定
員
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令

第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
内
閣
府
の
項
中
「
一
三
、
七
二

三
人
」
を
「
一
三
、
七
四
三
人
」
に
改
め
、
同
表
合
計

の
項
中
「
二
九
六
、
五
四
四
人
」
を
「
二
九
六
、
五
六

四
人
」
に
改
め
る
。

（
行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

一
部
改
正
）

第
三
条

行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
表
内
閣
府
の
項
中
「
一
三
、
七
四
五

人
」
を
「
一
三
、
七
六
五
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
三
百
三
十
八
号

所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
所
得
税
法（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

第
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
二
第
二
号
中
「
自
転
車
」
を
「
自
動
車
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
四
千
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
千
五
百
円
」
を
「
七
千
百
円
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
一
万
千
三
百
円
」
を
「
一
万
二
千

九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
一
万
六
千
百
円
」を「
一

万
八
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
万
九
百
円
」

を
「
二
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
以
上
」

の
下
に
「
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
」
を
加
え
、「
二
万

四
千
五
百
円
」
を
「
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

そ
の
通
勤
の
距
離
が
片
道
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
場
合

一
月
当
た
り
三
万
千
六
百

円

第
二
十
条
の
二
第
四
号
中
「
自
転
車
」
を
「
自
動
車
」

に
、「
ヘ
ま
で
」
を
「
ト
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
所
得
税
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新

令
」
と
い
う
。）第
二
十
条
の
二
（
非
課
税
と
さ
れ
る
通

勤
手
当
）
の
規
定
は
、
新
通
勤
手
当
（
平
成
二
十
六
年

四
月
一
日
以
後
に
受
け
る
べ
き
通
勤
手
当
及
び
こ
れ
に

類
す
る
手
当
を
い
い
、
同
日
前
に
受
け
る
べ
き
こ
れ
ら

の
手
当
の
差
額
と
し
て
追
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
同

項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受

け
る
べ
き
改
正
前
の
所
得
税
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二

（
非
課
税
と
さ
れ
る
通
勤
手
当
）
に
規
定
す
る
通
勤
手

当
（
同
日
以
後
に
受
け
る
べ
き
当
該
通
勤
手
当
で
同
日

前
に
受
け
る
べ
き
も
の
の
差
額
と
し
て
追
給
さ
れ
る
も

の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
通
勤
手
当
で
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た

も
の
に
係
る
所
得
税
法
第
四
編
第
二
章
第
一
節
（
給
与

所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務
及
び
徴
収
税
額
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
二
十
条
の
二
及
び
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政

令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
三
百
三
十
九
号

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
の
施
行
期
日
を
定
め

る
政
令

内
閣
は
、
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
百
号
）
附
則
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二

十
六
年
十
一
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
協
議
会
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
三
百
四
十
号

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
協
議
会
令

内
閣
は
、
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
百
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
一
条

過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
協
議
会
（
以
下
「
協

議
会
」
と
い
う
。）の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

委
員
の
う
ち
、
労
働
者
を
代
表
す
る
も
の
及
び
使
用

者
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
同
数
と
す
る
。

４

委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、

後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
職
務
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
会
長
）

第
二
条

協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
過
労
死
等
に
関
す
る

専
門
的
知
識
を
有
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
が
選

挙
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
過
労
死
等
に
関
す
る

専
門
的
知
識
を
有
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
専
門
委
員
）

第
三
条

協
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

２

専
門
委
員
は
、
過
労
死
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を

有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の

事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
議
事
）

第
四
条

協
議
会
は
、
委
員
の
三
分
の
二
以
上
又
は
次
に

掲
げ
る
委
員
の
各
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

業
務
に
お
け
る
過
重
な
負
荷
に
よ
り
脳
血
管
疾
患

若
し
く
は
心
臓
疾
患
に
か
か
っ
た
者
又
は
業
務
に
お

け
る
強
い
心
理
的
負
荷
に
よ
る
精
神
障
害
を
有
す
る

に
至
っ
た
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
又
は
こ
れ
ら

の
脳
血
管
疾
患
若
し
く
は
心
臓
疾
患
を
原
因
と
し
て

死
亡
し
た
者
若
し
く
は
当
該
精
神
障
害
を
原
因
と
す

る
自
殺
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
遺
族
を
代
表
す
る
委

員
二

労
働
者
を
代
表
す
る
委
員

三

使
用
者
を
代
表
す
る
委
員

四

過
労
死
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
委
員

２

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
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